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長崎県感染症対応型サプライチェーン強靭化支援事業費補助金

2020年12月18日まで募集期間

目的

県では、製造業及び機械設計業を営む県内中小企業者による、感染症への対応を含む回復に向けた取組を支援し、県内サプライチ
ェーンの強靭化を図るため、「長崎県感染症対応型サプライチェーン強靭化支援事業」を実施します。このたび、「長崎県感染症
対応型サプライチェーン強靭化支援事業費補助金」の募集を実施します。

支援内容

▼（１）補助対象経費
新型コロナウイルス感染症等の影響への対応や回復に向けて実施する、次の①～③に掲げる事業に直接必要な経費が補助対象経費
です。（複数事業の組み合わせ可）

① 事業所等の衛生環境の向上に関する事業
② ビジネススタイルの変化への対応に関する事業
③ 新たな需要の獲得に関する事業
※補助対象経費については、原則として交付決定日から令和３年２月末までに、発注、納入、検収、支払等の手続を完了する必要
があります。

（２）補助事業計画
補助事業の実施により、新型コロナウイルス感染症の発生以前の売上高を回復又は維持することを目標として設定し、交付申請書
に添付する補助事業計画書に記載してください。

具体的には、補助事業完了の翌事業年度の決算期における売上高目標が、新型コロナウイルス感染症の発生前（令和元年１２月以
前）の直近決算期における売上高と同等以上であることが必要です。
例えば、３月決算の場合、「令和４年３月期決算の売上高目標が、平成３１年３月期決算の売上高と同等以上」となります。

支援規模

補助率：対象経費の４分の３以内
補助額：３０万円（下限）～１５０万円（上限）
※予算額に応じて、希望金額が減額となる場合があります。

対象者の詳細

次の①～③を全て満たす長崎県内の中小企業者が補助対象者です。
① 製造業又は機械設計業を営む中小企業者で、１年以上の事業実績を持つ事業者であること。
② 県内に本店又は主たる事業所を有し、県内で事業を実施すること。
③ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと。

対象地域

お問い合わせ

長崎県産業労働部　企業振興課　地場企業支援班、産地振興班
〒850-8570　長崎市尾上町3番1号
電話　095-895-2634, 2637　　ファックス　095-895-2544



担当者

 
会社名：しごとのプロ出版株式会社
担当　： 受付窓口
住所　：東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル6F

当サービスは業務委託先が提供しており、サービス内容･品質についてはしごとのプロ出版株式会社が保証するものではありません。
サービスのご利用はお客さまの判断の元で行なってください。万一サービス提供を受けた結果損害が生じても、しごとのプロ出版株式会社は責任を負いか
ねます。
補助金、助成金検索サービスである業務委託先へお客さま情報(企業情報)を提供し作成した資料となっております。
≪お客さま情報(企業情報)お取り扱いについて≫
提供先　　　　：株式会社グランドツー（住所：東京都渋谷区南平台町3-13 新掘ビル3F電話：03-6427-0944）
利用目的　　　：株式会社グランドツーはお預かりした情報を補助金、助成金検索の目的で利用します。
提供される内容：該当する可能性がある補助金、助成金


